
＜お問い合わせ＞ 

広島市生産性向上等チャレンジ応援金事務局 

〒730-0031 広島市中区紙屋町 2 丁目 2 番 2 号紙屋町ビル 6 階 

℡：０８２－２４８－６９１１ 

e-mail：hiroshima_ouen@bsec.jp 

（様式４） 

 年  月  日 

 

«申請事業者名» 様 

 

広島市生産性向上等チャレンジ応援実行委員会 

 

採択兼支給決定通知書 

 

 広島市生産性向上等チャレンジ応援金に係る申請について、審査の結果、採択と

なり、２０２６広島市生産性向上等チャレンジ応援金支給要綱第８条第２項の規定

により、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 応援金支給決定額     «応援金支給決定額» 円 

※実績報告書類提出期限：令和 年 月 日 

２ 支給の条件 

⑴  支給対象事業に要する経費の配分や支給対象事業の内容を変更、中止また

は廃止する場合は、広島市生産性向上等チャレンジ応援実行委員会委員長（以

下「委員長」という。）の承認を受けること。 

⑵  申請内容の遂行が困難になったときは、遅滞なく委員長に報告してその指

示を受けること。 

⑶  応援金の収支に関する帳簿や領収書等の関係書類を、応援金の支給を受け

た年度終了後５年間保管すること。 

⑷  事業完了後、３０日以内又は令和９年２月１０日のいずれか早い日までに

実績報告書等を委員長に提出すること。 

⑸  応援金の支給対象事業により取得し、または効用の増加した財産（取得価格

又は効用の増加価格が単価５０万円以上の機械及び器具その他の財産）を総

務省補助金等交付規則で定める期間内に、応援金の支給目的以外に使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、担保に供すること若しくは廃棄しようとする場合

は、あらかじめ委員長の承認を受けること。 

⑹  応援金の支給の条件に違反したときは、応援金の支給決定を取り消すこと

があること。 

⑺  その他２０２６広島市生産性向上等チャレンジ応援金支給要綱を遵守する

こと。 

 


